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保護林の保護・管理においては、森林生態系や野生生物等の状況変化を適確に把握し、必要に
応じて保護管理方針や区域の見直し等を図る順応的管理の考え方が重要である。

設定後の保護林の状況を適確に把握し、保護林の設定目的に照らして保護林を評価するための継

続的な調査として保護林モニタリング調査を実施している。

1

保護林管理方針書の作成・変更

保護林の管理・利活用

モニタリングの実施

モニタリング結果の評価

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

森林管理局

森林管理局

民間業者、NPO、森林官等

保護林管理委員会

保護林の順応的管理

（保護林モニタリング調査マニュアルを北海道森林管理局で編集）

今後の管理の在り方
・モニタリングの実施間隔
・調査手法 など

※順応的管理
定期的なモニタリング等の結

果に応じて、計画を検証・修正
することにより継続的に計画の
改善を図っていく管理手法

１．保護林モニタリング調査について

保護林管理委員会からの意見



保護林管理委員会は、各年度に実施したモニタリング結果を基に、各々の保護林の現状を評価する
とともに、今後の保護林の管理方針の在り方（モニタリング間隔や調査手法を含む）について森林管理

局長に意見を述べることとなっている。
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１．保護林モニタリング調査について

モニタリング調査手法

モニタリングの実施間隔

モニタリング結果から導き出される保護林の状況を踏まえ、モニタリングの実施間隔を検討する。

・5年未満ごと
・5年ごと
・10年ごと

モニタリング結果から導き出される保護林の状況を踏まえ、モニタリングの調査手法を検討する。
・資料調査
・森林概況調査
・森林詳細調査 等

詳細はP3に記載

詳細はP4に記載

10年ごとの実施間隔としている保護林は、モニタリングが行われない国有林野施業実
施計画策定の周期においては、森林官等による簡素な現況調査を行う。

なお、モニタリング調査は「保護林モニタリング調査マニュアル」に基づき実施することとして
いる。



＜モニタリングの実施間隔＞
・モニタリングの実施間隔は、保護林の状況に応じて「5年未満ごと」、「5年ごと」、「10年ごと」に設
定され、保護林管理方針書に記載している。
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対象実施間隔

近い将来に当該地域における絶滅の危険性が極めて高い個体群を保護している保護林5年未満ごと

ア 遷移の途中段階にある保護林

イ 復元を行っている保護林

ウ 保護対象の個体群の持続性に問題がある保護林

エ 保護林外部からの影響を受けている保護林

オ 鳥獣・病害虫被害及び移入種による影響が顕著にある保護林

カ 温暖化による影響が顕著にある保護林

キ その他、短期間で大きな変化が想定される保護林

5年ごと

上記に該当しない保護林

（モニタリングが行われない国有林野施業実施計画策定の周期においては、実施計画策定作業の

前年度までに森林官等による巡視、定点撮影、遠隔地については空中写真の確認等の簡素な現

況調査を行う）

10年ごと

モニタリングの実施間隔と対象となる保護林（保護林モニタリング調査マニュアルから抜粋）

１．保護林モニタリング調査について



＜モニタリング調査手法＞
・保護林の設定目的や過去に行われたモニタリング結果等による保護林の状況に応じて、最適な調
査手法を下表及び「保護林区分別モニタリング体系表（P7）」を目安に選択する。
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前回のモニタリング結果に応じた調査手法（保護林モニタリング調査マニュアルを一部抜粋した上で北海道森林管理局が編集）

１．保護林モニタリング調査について

調査手法の概要調査手法の区分

森林生態系多様性基礎調査を

整理・分析することを通じて、

保護林の状況を把握する調査資料調査

保護林の状態を定性的に把握

するため、チェックシート等を用

いて保護林の状況を把握する

簡易な現地調査

森林概況調査

保護林の状態を定量的に把握

するため、調査プロットを設定

して保護林の状況を把握する

詳細な現地調査

森林詳細調査

前回のモニタリング結果

保護林内において、森林生態系多様性基

礎調査等のモニタリング調査の代替とす

ることが可能な調査が実施されており、

前回のモニタリング結果等では保護林の

状況に変化が見られなかった場合

代替可能な調査が完全には実施されて

おらず、前回のモニタリング結果等では

保護林の状況に変化が見られなかった

場合

代替可能な調査が実施されておらず、前

回のモニタリング結果等では保護林の状

況に変化が見られた又は経過観察する

必要があると判断された場合



＜森林概況調査と森林詳細調査＞
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森林詳細調査
・保護林の状態を定量的に把
握するため、保護林内に調
査プロットを設定。

・例えば、樹木の生育状況の
把握としてプロット内の樹
木の樹種、胸高直径、樹高
を調査。

森林概況調査
・保護林の状態を定性的に把
握するため、保護林内に調
査ルートを設定

・チェックシート等を用い、
樹木の生育状況等を調査。

（森林生態系多様性基礎調査のマニュアルに準拠）

大円

中円
小円

１．保護林モニタリング調査について



モニタリングの調査手法については、「保護林モニタリング調査マニュアル」に基づくP4の考
え方により、前回のモニタリング結果を踏まえて、各保護林ごとに保護林管理委員会の意見を聴
きつつ、選択する。

モニタリング結果や簡素な現況調査により保護林の状況に変化が見られた場合は、保護林管理
委員会の意見を聴きつつ、都度実施間隔の変更や調査手法を検討する。

＜簡素な現況調査＞

実施間隔が10年に設定されている保護林については、前回のモニタリングを実施して5年後に当
たる年度において、森林官等による巡視、定点撮影、遠隔地については空中写真の確認等の簡
素な現況調査を行うこととする。

その結果については、保護林管理委員会に報告することとし、状況に大きな変化が見られた場
合等については、モニタリング間隔や調査手法の見直しを提案する。その後に実施したモニタ
リング結果を踏まえ、保護林管理委員会に意見を聴きつつ、保護林管理方針書の検討を行って
いくこととする。

１．保護林モニタリング調査について
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（参考資料１）保護林区分別モニタリング調査体系表

モニタリング調査項目

保護林区分

管
理
体
制

利
活
用

病虫害・鳥獣害・
気象害の発生状況

※

災害
発生状況※

野生動物の生息状況※
下層植生の
生育状況※

樹木の生育状況※
樹種
分布

森林
タイプ
の分
布等

聞
き
取
り
調
査

資
料
調
査

森
林
詳
細

森
林
概
況

資
料
調
査

リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ

資
料
調
査

そ
の
他

鳥
類

哺
乳
類

資
料
調
査

森
林
詳
細

森
林
概
況

資
料
調
査

森
林
詳
細

森
林
概
況

資
料
調
査

リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ

資
料
調
査

◎◎◎●●◎◎●◎森林生態系保護地域

●●●●●◎◎●●生物群集保護林

●●●●●◎◎●●希少個体群保護林

（保護林モニタリング調査マニュアルの保護林区分別モニタリング調査体系表を一部抜粋した上で北海道森林管理局が編集）

◎：必須項目
●：選択項目

※モニタリング調査項目に対して複数の調査手法の区分が示されている場合には、原則として1手法、特に必要がある場合には複数の手法を選択する。
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（参考資料２）植生方形区調査

留意点等項目

プロットの全景写真のほか、前回調査と同
様の画角からの写真撮影を行う。

現地調査写真撮影
の位置等

ブラン－ブランケ法による植生調査を実
施し、植生方形区プロット調査票の全項目
を記入する。

植生方形区調査の
実施

保護林のうち、高山植生等の木本類以外を保護対
象とした保護林について、必要に応じて植生方形
区プロットを設定して調査を実施する。
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（参考資料３）エゾシカ影響評価簡易チェックシート

（保護林モニタリングマニュアル様式12）
エゾシカ影響評価簡易チェックシートにより、エゾシカの影響度を確認していくこととする。


